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衆
議
院
議
員
鈴
木
宗
男
君
提
出
タ
イ
で
日
本
人
カ
メ
ラ
マ
ン
が
銃
撃
さ
れ
た
件
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

一
及
び
二
に
つ
い
て

村
本
博
之
氏
死
亡
事
件
発
生
後
、
我
が
国
政
府
と
し
て
は
、
在
タ
イ
日
本
国
大
使
館
を
通
じ
、
現
地
当
局
か
ら
の
情
報
収

集
に
努
め
て
き
て
い
る
。
ま
た
、
邦
人
保
護
の
観
点
か
ら
、
村
本
博
之
氏
の
御
家
族
へ
の
連
絡
を
行
う
と
と
も
に
、
御
家
族

の
バ
ン
コ
ク
訪
問
及
び
村
本
博
之
氏
の
御
遺
体
の
円
滑
な
引
取
り
等
に
際
し
、
必
要
か
つ
可
能
な
支
援
を
行
っ
て
き
て
い
る
。

ま
た
、
我
が
国
政
府
と
し
て
は
、
鳩
山
由
紀
夫
内
閣
総
理
大
臣
発
ア
ピ
シ
ッ
ト
・
ウ
ェ
チ
ャ
チ
ワ
首
相
あ
て
書
簡
等
を
通
じ
、

タ
イ
政
府
に
対
し
、
遺
憾
の
意
を
伝
達
す
る
と
と
も
に
、
本
事
件
の
徹
底
し
た
真
相
究
明
及
び
邦
人
の
安
全
確
保
へ
の
最
大

限
の
配
慮
を
要
請
し
て
き
て
い
る
。
タ
イ
政
府
は
、
本
事
件
に
つ
い
て
徹
底
し
た
捜
査
の
実
施
を
約
束
す
る
と
し
て
い
る
と

こ
ろ
、
我
が
国
政
府
と
し
て
は
、
タ
イ
政
府
の
対
応
を
注
視
し
て
い
く
。

三
に
つ
い
て

タ
イ
に
お
い
て
は
、
平
成
十
九
年
十
二
月
に
民
主
的
な
選
挙
が
実
施
さ
れ
、
同
選
挙
に
よ
り
選
出
さ
れ
た
国
会
議
員
が
指

名
し
た
首
相
に
よ
り
内
閣
が
構
成
さ
れ
て
い
る
。

四
に
つ
い
て

一



我
が
国
の
平
成
十
一
年
度
か
ら
平
成
二
十
年
度
ま
で
の
タ
イ
に
対
す
る
政
府
開
発
援
助
（
以
下
「
Ｏ
Ｄ
Ａ
」
と
い
う
。
）

の
累
計
供
与
額
は
、
有
償
資
金
協
力
、
無
償
資
金
協
力
、
技
術
協
力
を
あ
わ
せ
約
五
千
五
百
三
十
四
億
円
で
あ
る
。
な
お
、

技
術
協
力
分
に
つ
い
て
は
、
独
立
行
政
法
人
国
際
協
力
機
構
経
費
実
績
ベ
ー
ス
で
計
算
し
て
い
る
。

五
に
つ
い
て

タ
イ
に
お
い
て
は
、
民
主
的
な
選
挙
に
よ
り
選
出
さ
れ
た
国
会
議
員
が
指
名
し
た
首
相
に
よ
り
内
閣
が
構
成
さ
れ
て
お
り
、

こ
れ
ま
で
我
が
国
が
タ
イ
に
供
与
し
て
き
た
Ｏ
Ｄ
Ａ
は
、
民
主
主
義
の
発
展
も
含
め
、
広
く
タ
イ
の
発
展
に
貢
献
を
し
て
き

た
も
の
と
認
識
し
て
い
る
。

六
に
つ
い
て

村
本
博
之
氏
死
亡
事
件
に
関
し
、
現
在
、
我
が
国
政
府
と
し
て
は
、
在
タ
イ
日
本
国
大
使
館
を
通
じ
現
地
当
局
等
か
ら
の

情
報
収
集
に
努
め
る
と
と
も
に
、
タ
イ
政
府
に
対
し
本
事
件
の
徹
底
し
た
真
相
究
明
を
要
請
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
お

尋
ね
の
「
供
与
を
止
め
る
」
の
意
味
が
必
ず
し
も
明
ら
か
で
な
い
が
、
タ
イ
に
対
す
る
今
後
の
Ｏ
Ｄ
Ａ
の
供
与
に
つ
い
て
は
、

現
地
の
情
勢
の
推
移
も
見
極
め
つ
つ
、
二
国
間
関
係
を
踏
ま
え
、
総
合
的
に
判
断
し
て
い
く
。

二


